
第 2節

被災者の生活支援

1 　避難所の運営
まちづくり定住課

【対応の状況】
　地震発生直後から、市内の公共施設を中心に市民が自主的に避難を始めたことから、まちづくり

センター等へ準備ができ次第、避難所を開設した。

　また、市が開設した避難所以外に、自主防災組織が住民をまとめ避難した地域もあった。

　なお、震災直後の避難所開設箇所については次のとおり。

・市が開設した避難所

　　まちづくりセンター　26箇所（志学を除く）

　　学校体育館　　　　　 3箇所（大田小学校、志学小中学校、朝波小学校）

・自主防災組織による避難場所

　　早水交流会館（志学地区）

　避難所への避難者数は、上記の避難所が開設できた 4月 9日午前 3時30分時点で 4箇所35人、最

も多かったのが同日午前 6時の 9箇所192人となっている。

　その後、家屋の被害により自宅で生活できない方をはじめ、今後の地震活動へ不安を感じている

方など、特定の避難者による夜間を中心とした避難所の利用が続いたが、すべての避難者の帰宅の

意向が確認できた 4月26日午前 6時をもって避難所をすべて閉鎖した。

【円滑に対応できた点】
○避難所対応体制

・支部長、支部員の派遣により迅速に避難所の開設ができた。

・  避難所に派遣する職員へ事前説明を行い、役割や対応等について説明を行うことによって、大き

な混乱なく職員間の引継ぎをすることができた。

・音声告知放送を活用することで円滑に夜間避難所の開設について周知することができた。

○避難者の状況の把握

・  避難者に対し避難時にアンケート調査を実施することによって、避難の理由やニーズ、健康状態

等の把握ができた。

【課題となった点】
○迅速な情報の伝達

・  ハザードマップに掲載されている指定避難所（例：大田一中）で待っていたが、避難所が開設さ

れないことが時間が経ってわかったため、もっと早く周知してもらいたいとの要望があった。

・  学校が避難所になっている箇所については、職員個人の携帯電話で連絡をとっており、また、テ

レビがない（ぎんざんテレビからの情報が取れない）など、情報の伝達・収集に課題が生じた。
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○障がい者等への対応

・認知症や障がいのある方で、他の避難者と同室に避難できない方への対応ができなかった。

○外国人への対応

・避難所でのモラル等について十分に説明ができなかった。

○ペットを連れた避難者への対応

【課題に対する改善の方向性】
○情報伝達手段の検討

・迅速な情報伝達に向けて、夜間など状況に応じた手法や手段を構築する。

・避難所への情報伝達のための持ち出し用の携帯電話・テレビ等の確保について検討する。

○障がい者・外国人・ペットの受入体制の整備

・福祉担当部局、関係機関などとの連携による受入体制の構築について検討する。

・外国人向け説明を作成する。

2 　物資の手配・調達、輸送
危機管理課

【対応の状況】
○食料等

　避難者に対する食料・水は、備蓄品を活用した。

　この他、企業及び個人から提供された物資により対応を行った。

　支援物資については、避難所で必要数を確認したうえで、市内備蓄倉庫から物資食料配給班によ

る該当箇所への配布を行った。

○ブルーシート等

　 4月 9日の朝から市役所本庁及び両支所の玄関ホールにてブルーシートの配布を行った。

　備蓄だけでは不足したため、急遽市内ホームセンターから調達して配布を行った。

　これについても、なくなったため、島根県及び国土交通省に依頼し、調達を行った。

【円滑に対応できた点】
○食料等

　避難所班と連絡を取りながら配給することができた。

○ブルーシート等

　国（国土交通省）、県のリエゾンと調整しながら調達することができた。

【課題となった点】
○食料

　アルファ米や水だけでは、避難生活が長期化した場合にメニューの重複が避けられない。

○ブルーシート

　屋根の応急対応のためには＃3000で10m×10mが適当である。

　応急対応で配布すべきものであるが、 1ヶ月以上たってからも、要望が寄せられた。
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○支援物資提供の相談が寄せられていたが、提供を待ってもらった。

【課題に対する改善の方向性】
○支援物資の提供

・災害支援協定の活用により流通備蓄からも調達を行う。

・ニーズを的確に把握し、支援物資提供の申し入れを活用する。

○ブルーシート

・備蓄は＃3000とする。

・災害支援協定の活用により流通備蓄からも調達を行う。
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ブルーシート(枚) スーパー
土嚢袋
(枚)

ロープ
φ8mm
(m)

ロープ
φ8mm
(m)

備考#3000
10×10

#3000
7.2×7.2

#3000
7.2×5.4

#3000
5.4×3.6

#1000
5.4×3.6

その他
不明 計

島根県 129 257 2,050 2,436 支援
鳥取河川国道事務所 420 420 2,000 2,000 支援
松江国道事務所 0 1,000 1,000 支援
出雲河川事務所 140 140 支援
浜田河川国道事務所 50 60 110 3,000 支援
中国技術事務所 1,000 1,000 支援
建設技術協会 1,000 1,000 支援
いない大田店 2 3 2 5 150 162 購入
ナフコ大田店 1 2 2 7 58 70 購入
ジュンテンドー大田店 22 22 購入
㈱シバオ 90 90 提供

大田ライオンズクラブ 40 40 提供
計 172 262 54 3,682 1,000 320 5,490 6,000 2,000 1,000

表16　ブルーシート等調達状況

表17　支援物資
団体名等 支援内容

JA女性部 炊き出し 9升（おにぎり）
はとぽっぽ パン200食
㈱ブルボン西日本営業部中国営業所 お菓子、飲料水（500ml×24本× 4箱）
生協しまね 飲料水（1.8l× 6 本× 4箱）
㈱伊藤園 お茶（500ml×24本×10箱）
コカ・コーラウエストジャパン㈱ お茶（500ml×24本×20箱）
㈱読売中部総合販売 飲料水（2.0l× 6 本×12箱）
森田製菓㈱ コーヒー飲料（185ml×30缶）、お茶（300ml×24本）
第一生命保険㈱ タオル100枚
㈱ぎょうせい島根事務所 タオル80枚
㈱日本ワイドコミュニケーションズ 飲料（100ml×150本）
㈱タイヨー通信出雲営業所 IPトランシーバー 4台
㈱大和鉄工所 タオル80枚
㈲さひめランドリー 布団（無償レンタル）



3 　要配慮者への対応
地域福祉課

【対応の状況】
　地震発生直後から、福祉施設入所中の要配慮者については入所施設職員を通じて、在宅の要配慮

者についてはケアマネジャー、相談支援担当員、民生・児童委員等を通じて、それぞれの担当課職

員が安否確認を行った。

　その後は、必要に応じて個別の対応を行った。

【円滑に対応できた点】
○福祉施設入所中の要配慮者については早期に安全が確認された。

・施設においては大きな被害がなかったため、他へ避難するようなことはなかった。

○在宅の要配慮者の対応については関係機関の協力を得ることができた。

・ 要介護者、障がい者、高齢者等について、ケアマネジャー、相談支援担当員、また民生・児童委

員等の協力により、安否確認や避難所への早期誘導が行われた。

・特に民生・児童委員の迅速な行動により、地域の要配慮者を隅々まで把握することができた。

【課題となった点】
○「災害時要援護者名簿」が使いにくく、ほとんど活用されなかった。

・ 名簿が民生・児童委員へ事前に渡っておらず、また、内容も更新されておらず、ほとんど活用さ

れることはなかった。

・ 電話による確認ができなかった世帯の安否は、その後の民生・児童委員等の訪問に頼らざるを得

ず、時間を要した。

【課題に対する改善の方向性】
○「災害時要援護者名簿」を活用しやすいように再検討を行い整備する。

・  援護を要する理由が分かりやすく記載され、最低年 1回程度更新された内容の名簿を、事前に民

生・児童委員へ配備する。
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4 　被災者への情報提供
政策企画課

【対応の状況】
※市が直接行う市民・被災者への情報提供

　「広報おおだ」、市ホームページ、メール配信、音声告知放送、ぎんざんテレビにより、市内の被

災状況やボランティアセンターの開設、被災者への支援制度等の情報発信を行った。

◇「広報おおだ」

　・平成30年 4 月19日号（チラシによる特別号発行）

　　　　　　　－市長メッセージ、り災証明の発行手続き等

　・平成30年 4 月25日号（広報おおだ 5月号）

　　　　　　　－被災者生活再建支援金など各種支援制度・市税等の減免等の紹介

　・平成30年 5 月17日号（広報おおだ 6月号）

　　　　　　　－市長メッセージ、各種支援制度等・災害ボランティア団体等の紹介

◇市ホームページによる情報提供（ 4月 9日から随時）

　・防災・災害情報コーナーでの地震の状況や各種支援制度の情報発信、注意喚起等を実施

◇メール配信による情報提供（ 4月 9日から随時）

　・防災メールによる避難所開設、断水情報等の発信

◇危機管理課フェイスブックによる情報提供（ 4月 9日から随時）

　・地震の状況や各種支援制度の情報発信、注意喚起等を実施

◇音声告知（ 4月 9日から随時）

　・音声告知放送による断水情報や避難所開設の情報発信等

◇ぎんざんテレビによる情報提供

　・フリップ放送、データ放送による各種支援制度の情報発信、注意喚起等

※報道機関等を通じた市民・被災者への情報提供

　 4月 9日から毎日定時に報道機関向けの会見を開き、被災状況や総合窓口の開設、ボランティア

センター開設などの情報を報道各社による新聞、テレビ等を通じて、市民・被災者へ届けた。

◇ 報道機関向けの会見（ 4月 9日から 4月18日まで。以降、災害対策本部会議（のちに災害復旧連

絡会議）開催時に資料提供）

【円滑に対応できた点】
・ 災害対策本部会議資料を用いた被災状況等の市ホームページ、危機管理課フェイスブックによる

情報提供

・ 総合相談窓口やボランティアセンターの開設、各種支援策や税等の減免制度等が決定してからの

市ホームページ、広報おおだ等による情報提供

・デスクネッツ（庁内Webグループウェア）を利用した庁内周知

・ ぎんざんテレビによる情報提供（防災メールの自動変換によるデータ放送への展開、各種支援策

決定時の周知、市長メッセージ対応など）

・報道機関対応（毎日18時の報道機関向け会見）
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【課題となった点】
・在住外国人に向けた情報提供（各種情報提供媒体が外国語に非対応）

・地震があってからの情報提供のタイミング（いつ、誰に対し、どんな情報を、どの媒体で）

・災害対策本部会議の資料作成（広報班業務の役割の明確化）

・ホームページのサーバーダウン

・徹夜等による職員勤務体制の確立（情報掲載担当者の不足）

・報道機関からの詳細質問に対応する体制になかったこと

・ 音声告知放送が各課対応であり、どのような情報が提供されているか広報班で把握できなかった

こと

・被災現場等の写真の種類・量の不足

・島根県の発表内容との整合性（異なることがあった）

【課題に対する改善の方向性】
・他の自治体を参考にした在住外国人への情報提供のあり方の早期確立

・災害対策本部マニュアルの見直し

　（本部会議の資料作成及び各課の情報提供体制の明確化）

・ホームページ・SNS等情報掲載する担当者を複数名決めておくこと

・ホームページの災害用ページ設置や別媒体での情報発信体制の構築

・タイムリーに情報が集約できる体制の構築

・各支援制度（既存制度）などを平時からまとめておくこと

・音声告知放送を広報班で取りまとめることで、情報の一元化を図ること

・各担当課で記録写真を撮る（撮影写真データの集約）こと

・島根県の報道発表とのすり合わせ
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5 　被災者の心のケア
健康増進課

【対応の状況】
○避難所訪問

　発災当日早朝より避難所への訪問による健康管理を実施した。避難所を夜間のみ利用する人がほ

とんどであったため、 4月12日、20日の夜間に健康相談を行い、健康状態の把握を行った。

○在宅者への支援

　乳幼児、保育園児、児童・生徒及び保護者への心のケアは、関係課で臨床心理士、スクールカウ

ンセラー等活用し、巡回相談及び研修会を実施した。地震被害の大きかった富山、朝山、波根、久

手、志学地区には在宅高齢者等訪問を実施し、健康支援を行った。志学地区では自主防災組織から

の要請を受けてストレスチェック等を実施した。また、 4月16日からこころと体の相談窓口を健康

増進課に開設した。

【円滑に対応できた点】
　島根県から災害時公衆衛生スタッフの派遣を受け、災害時の保健活動の対応及び在宅高齢者等訪

問を行うことができた。

　志学地区の自主防災組織が発災直後から住民の安否確認、避難誘導、ニーズ把握をしており、被

災者の状況に応じた健康支援が実施できた。

【課題となった点】
　発災直後、要支援者の把握ができなかった。

　避難行動要支援者台帳への登録は任意であり、障がい者、要介護者、独居及び高齢夫婦世帯など

支援が必要な人への安否確認、対応ができなかった。また、複数の課から同じ対象者へ安否確認が

行われていたりと、各課が所有している台帳の共有が図れなかった。

　今回の地震では人的被害が少なく、職員もすべて災害対応、通常業務にあたることができたが、

災害の規模によっては、外部団体からの受援をどのように調整するかを誰もが行えるようにしてお

く必要がある。

【課題に対する改善の方向性】
　災害時の要支援者台帳について関係各課の支援台帳の共有を図る必要がある。

　また、災害時誰もが必要な対応がとれるよう、大田市災害時保健活動マニュアル及びアクション

カードの作成が必要である。

　志学地区の自主防災組織の活動から、平時からの地区把握と災害対応も含めた地域づくり、災害

状況に応じた訓練の実施が必要である。
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6 　災害ボランティアによる被災者支援
地域福祉課

【対応の状況】
　発災 3日後の 4月12日、大田市民会館ホワイエ及び旧消防署を利用して、大田市社会福祉協議会

が「災害ボランティアセンター」を開設。全国から集まった約2,600人、延べ約4,000人のボランティ

アが、被災家屋のガレキ撤去やブルーシート張りといった作業を中心に、約600件の支援を行った。

【円滑に対応できた点】
○運営支援アドバイザーの協力を得て、円滑にボランティアセンターの運営

・ 全国社会福祉協議会災害会議の協力を得て、大田市社会福祉協議会の迅速なはたらきにより早期

に「災害ボランティアセンター」が開設され、その後もおおむね円滑に運営された。

・   フェイスブックをはじめとしたSNSを活用した情報発信により全国から多くのボランティアが集

まった。

○社会福祉協議会に近い場所でボランティアセンターを開設

・  社会福祉協議会に隣接する市民会館や旧消防署を利用することができ、事務機器類や資機材の設

置がスムーズに行われ、トイレや水道の確保もできた。

【課題となった点】
○災害ボランティアセンターの場所として独立した施設がない。

・今回は市民会館を使用することができたが、指定管理施設であり長期間の利用は困難であった。

○災害ボランティアセンター開設スタッフ不足

・社会福祉協議会職員だけでは膨大な業務に対応できない。

○災害ボランティアセンターの運営資金と資機材の調達

・ 必要な資機材を確保するため、社会福祉協議会独自で即時に対応できる財源がなく市に協力を求

めた。

・必要となる資機材のリストがなく混乱した。

○災害ボランティアセンターと行政との関わり

・ 行政（市）職員が災害ボランティアセンターに常駐していないことにより、最新の情報共有がで

きず、判断や対応に遅れや混乱が生じることがあった。

【課題に対する改善の方向性】
○災害ボランティアセンターの場所となることを想定した独立した施設の確保

・あらかじめ市民会館を使えるようにしておくか、新たな施設を確保しておくことが必要である。

○災害ボランティアセンター開設スタッフの確保に向けた人材養成

・地元でのスタッフを確保するための人材養成を推進する。

○災害ボランティアセンターの運営資金と資機材の調達についてのしくみづくり

・ 積立基金を創設したり、ホームセンターと協定を締結するとともに、災害別に必要な資機材のリ

ストを作成する。

○災害ボランティアセンターと行政との関係強化
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・災害ボランティアセンターに行政（市）職員が常駐、又は市の災害対策本部に社会福祉協議会職

員がオブザーバーとして参加するなどして、両者の連携を強化する。

7 　生活再建支援金の給付
地域福祉課

【対応の状況】
　国の「被災者生活再建支援制度」の対象となる「全壊・大規模半壊世帯」に加え、島根県ととも

に「半壊・一部破損世帯」、また、市単独で「小規模破損世帯」を対象に支援金を支給する制度を

創設した。

【円滑に対応できた点】
○ 国の制度の利用とともに、県・市で独自の支援制度をつくり、被害の程度が小さい世帯まで支援

することができた。

・ 鳥取県中部地震の被害を受けた倉吉市や島根県の協力により、早期に拡充制度を創設し、被害の

程度が小さい世帯まで支援を広げることができた。

○生活再建支援金の申請交付手続

・ り災証明書発行に合わせて支援金支給申請書を同封することで、対象者を明確にすることができ

た。

・地震に関する総合相談窓口において、原則としてワンストップで相談を受けることができた。

【課題となった点】
○国の制度の対象とならない被災者を救済するため、短期間で制度構築せざるを得なかった。

・ 半壊以下の被害については国の被災者生活再建支援制度の対象とならないため、鳥取県中部地震

等を参考に短期間で制度を構築せざるを得なかった。

○小規模破損の申請が多数あり、事務処理に労力を要した。

・申請の約 9割が小規模破損に係るものであり、多い日は 1日100件を超える申請があった。

○支援金の対象としてよいか判断に迷うことがあった。

・被害程度の小さい世帯が解体や新築を行う場合など、個々の事情で判断が難しかった。

【課題に対する改善の方向性】
○島根県において制度（半壊～一部破損）の恒久化が進められた。

○ 国の制度にかからない半壊以下の場合も統一した対応を行うため、今後マニュアルやQ＆Aの作

成について検討する。

・次回以降の円滑な事務処理のため、判断に迷ったケースの対応をまとめておく。
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8 　大田市商業施設等持続化支援事業
産業企画課

【対応の状況】
　地震後、被災した小売店舗等の早期復旧を支援する目的で、島根県中小企業課や市内経済団体

等、関係機関と連携して支援制度の設計に取り組んだ。

　島根県が既存の「島根県地域商業等支援事業補助金」に災害対応枠を設けたことで、その枠組み

を活用し、 6月28日に「大田市商業施設等持続化支援事業補助金交付要綱」を施行した。申請にあ

たっては、事業者の負担軽減のため、申請書類の簡素化に努めた。

　また、事業の実施にあたっては、市ホームページへの掲載や事業者等を対象とした支援制度説明

会、市内経済団体が発行する広報誌等を活用して、周知を行った。

　 6月28日から10月31日までの間で、26件、27,472千円の補助金申請があった。

【円滑に対応できた点】
・ 被害の大きかった事業所への補助上限額の引き上げ基準について県と協議し、スピーディーに方

向性を決めることができた。

【課題となった点】
・ 県が既存の地域商業補助金をベースに制度設計をしているため、建設業や被害の大きかった製造

業者を補助対象にすることができなかった。

【課題に対する改善の方向性】
・ 県が事業承継活動支援助成金の中に災害対応枠を設けることで、県地域商業補助金の対象外業種

である製造業等も、当該補助金によって支援が可能となった。

・ 県が制度融資の地震対策特別資金を創設し、幅広い業種の円滑な資金繰りの支援を行うことと

なった。
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【配付資料（平成30年 5月 1日配布）】
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被害写真（三瓶町志学地内）
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○支援制度説明会の様子

【配付資料（平成30年 5月 1日配布）】
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9 　児童・生徒への学用品等の支援
教育委員会総務課

【対応の状況】
　危機管理課からのり災者情報（半壊以上の被害を受けた世帯）を基に支援対象児童・生徒の所属

している学校を通じて、申請書の配布を行った。

　支援対象に給食費も含まれており、給食費の支給は学校へ支払うことで調整し、対象者世帯の負

担を軽減することができた。

【円滑に対応できた点】
　危機管理課からのり災者情報（半壊以上の被害を受けた世帯）を得たことにより、支援対象者の

把握が円滑にでき、漏れなく周知を行うことができた。

10　高齢者施設
介護保険課

【対応の状況】
・高齢者関係施設等へ電話し、被害の状況把握に努めた。

・ 居宅介護支援事業所と連携し、担当している利用者の人的被害及び自宅建物の被害等により自宅

での生活が困難な方、また、自宅以外へ避難した方の被害の状況把握に努めた。

・高齢者関係施設等の入所者の被害状況を県高齢者福祉課へ連絡し、情報共有した。

・社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の申請を行った。

　　＊申請した施設： 7施設

・ 自宅建物に被害のあった方のうち、介護保険施設での受け入れが難しい方について、老人福祉施

設等への入所につなげた。

【円滑に対応できた点】
・介護保険課職員及び居宅介護支援事業所と連携して、迅速な被害状況の把握ができた。

　　＊事業所建物被害：12件　　＊自宅建物被害者：22名

支援の種類 支給対象 支給の内容 支援の期間

学用品費 児童・生徒の学用品費等

全　　　壊
児童一人につき
40,000円

生徒一人につき
46,000円

大規模半壊
半　　　壊

児童一人につき
20,000円

生徒一人につき
23,000円

給食費 園児・児童・生徒の給食費
全　　　壊 全　　　額 被災の日から

平成31年 3 月
31日まで

大規模半壊
半　　　壊 半　　　額

通学費

被災により避難したことで通
学距離が伸びたため、通学に
係る経費負担が増した児童・
生徒で、公共交通機関を利用
する場合の定期券代金

全　　　壊 全　　　額
被災の日から
平成31年 3 月
31日まで

大規模半壊
半　　　壊 半　　　額

表18　支援内容
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